
○新潟県国民健康保険団体連合会健康教育教材貸出要綱 

 

平成１５年 ６月 １日 

制         定 

（目的） 

第１条 この要綱は、新潟県国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。） 

において、保険者等が行う被保険者等の健康教育に用いるため、健康

教育教材を貸与する場合の必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（貸与する物品） 

第２条 貸与する物品は、貸出健康教育教材一覧表（別紙様式１）に定められ

たものとする。 

 

（貸与） 

第３条 連合会は、第２条に定める教材の貸与の申し出があった場合、その貸 

    与が適当と認められるものについては、貸出健康教育教材借用書（別 

    記様式２）を徴してこれを貸与する。 

 

（転貸の禁止） 

第４条 借受人は、貸与を受けた健康教育教材を転貸してはならない。 

 

（貸与期間） 

第５条 貸与期間は、原則として７日以内とする。但し、借受人があらかじめ 

    連合会事務局長の承認を得た場合はこの限りでない。 

 

（貸与の方法） 

第６条 借受人は、貸与を受けようとする健康教育教材の受領にあたっては、 

    連合会においてこれを受け取り、期間終了のときも連合会に返納しな 

    ければならない。但し、借受人があらかじめ連合会事務局長の承認を 

    得た場合には、郵送等により受領・返納をすることができる。 

 

（賠償責任） 

第７条 借受人は、貸与を受けた健康教育教材を重大な過失によって亡失また 

    は毀損した場合は、賠償の責に任じなければならない。 

 



（貸与の管理） 

第８条 連合会事務局長は、健康教育教材の貸出し状況を常に明らかにしてお

かなければならない。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、健康教育教材の貸与について必要な事 

    項は、連合会事務局長が定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成１５年 ６月 １日から施行する。 

 

附 則（令和８年４月１日改訂） 

この要綱は、令和 ８年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１ 

 

貸出健康教育教材一覧表 

 

貸出教材 種別 機器説明 

きぐるみ 

リス 茶色 

 
リス ピンク 

パンダ 

ペパーミントベア 

その他機器 

血管年齢測定システム 

（タブレット） 
血管年齢測定器 

高精度体成分分析装置 

（InBody） 
体組成計 

 

らくらくウェルネス 

（脳年齢計） 

プリンタセット 

脳年齢を計る装置 

 

 

マイクロスモーカライザー（２台） 
喫煙者が吐き出す息の一酸

化炭素濃度を測る装置 
 

足指力計測器チェッカーくん 足指力計測器  

骨ウェーブ（骨健康度測定器） 骨の健康度を測る装置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


